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 平成 30（2018）年度の環境指標等の状況                                                                               

神奈川県環境基本計画において設定した環境指標をはじめ、県の環境の状況についての数値デー

タを掲載します。 

※ ◆は平成 28（2016）年３月に策定された環境基本計画の環境指標 

 

１ 地球温暖化▼ 

 

◆ 県内における平均気温の変化（５年移動平均※） 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

◆ 県内における最高気温・最低気温の変化（５年移動平均） 

      最高気温                                     最低気温 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

〈参考〉世界の平均気温の変化 

観測された世界の平均地上気温（陸域＋海上）の偏差（1850～2012 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 
 

〇1880（明治 13）年から 2012（平成 24）年

の期間に 0.85℃上昇しています。 

 

 

 

IPCC第５次評価報告書の概要－第１作業部会（自然科学的根拠）－より作成 

出典：図, IPCC AR5 WGⅠ SPM Fig. SPM.1(a) 抜粋 
出典：図, IPCC AR5 WGⅠ SPM Fig. SPM.1(a) 抜粋 
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［横浜地方気象台データを基に作成］ 

○県内の平均気温、最高気温及び最低気温

は、上昇傾向が見られます。 

[横浜地方気象台データを基に作成] 

 

 

 

［横浜地方気象台データを基に作成］ 

※ 移動平均：年毎の偶然的要素を取り除くため、各年の数

値をそのまま置くのではなく、一定期間（左図の場合は５

年）を定め、その期間内の平均値を次々にとることにより、

データの変動をなめらかにするための統計手法 
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◆ 県内における真夏日・猛暑日・熱帯夜の日数の推移（５年移動平均） 

     真 夏 日                                   猛 暑 日  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  熱 帯 夜  

 

 

 

 

                          

 

   

 

 

 

◆ 県内の温室効果ガス排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 県内のエネルギー消費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［横浜地方気象台データを基に作成］ 

○1980(昭和 55)年以降の県内市街地の５箇所

の観測地点における真夏日、猛暑日、熱帯夜

日数の推移を５年移動平均でみると、地点ご

との真夏日等の日数には差があるものの、全

体として日数の増加傾向が見られます。 

○エネルギー消費量は、ほぼ横ばいで推移し

ています。2016（平成 28）年度のエネルギ

ー消費量（速報値）は 901ＰＪ※で、部門別の消

費量では、産業部門が約 34.5％と最も多くな

っています。 

※ Ｊ（ジュール）はエネルギーの単位 1ＰＪ（ペタジュール）＝1015Ｊ 

  １ＰＪは原油約 25,800kLの熱量に相当 
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○2016（平成 28）年度の温室効果ガス▼排出

量（速報値）は 7,696万 t-CO2で、前年度と

比べると 0.4％増加しており、2013（平成 25）

年度と比較すると、6.1％減少しています。 

○また、温室効果ガス排出量のうち、95.4％を

二酸化炭素が占めています。 
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◆ 県内の年間電力消費量の削減率（2010(平成 22)年度比） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 資源循環 

 

◆ 一般廃棄物 （排出量、再生利用率、最終処分量）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  一般廃棄物 (県民一人一日当たりの排出量）         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  産業廃棄物（排出量、再生利用率、最終処分量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○電力消費量は、省エネ・節電意識の向上、エ

ネルギー効率が高い設備や製品の導入、建物

の省エネ化などにより、2017（平成 29）年度

は、2010（平成 22）年度と比較して 8.2％の

削減となっています。 

※ 「かながわスマートエネルギー計画」において、2010（平成 22）
年度比で、2020（令和２）年度は 10％の削減、2030（令和 12）年
度は 15％の削減を目標としています。 

○一般廃棄物の排出量は、県民や市町村による

発生抑制の取組が進んだことなどにより、

2017（平成 29）年度はピーク時の 2000（平

成 12）年度と比較して、約 27％減少してい

ます。 

○再生利用率は、2017（平成 29）年度が 24.4％

と、2000（平成 12）年度から約 10 ポイント

増加しています。 

○最終処分量は、2017（平成 29）年度は 2000

（平成 12）年度から約 36 万トン減少し、24

万トンとなっています。 

○県民一人当たりの排出量は、2017（平成 29）

年度は前年度から約 13g/人･日減少し、

859g/人･日となっています。 

 

 ※ 端数処理の関係上、内訳が合計と一致しないことがあります。 

 

平成 

平成 

○産業廃棄物の排出量は、前年度に比べ増加

しました。 

○再生利用率は、再生利用量が増えたことも

あり、2017（平成 29）年度は 39％に増加し

ました。 

○最終処分量は、2017（平成 29）年度は前年

度から 39万トン減少し、74万トンでした。 

※ 端数処理の関係上、内訳が合計と一致しないことがあります。 

 

100

△6.0

△8.9
△11.5

△9.3
△8.2

70

80

90

100

2010

(基準年度)

2013 2014 2015 2016 20170

(％)

（年度）

 

393

297 295 291 287

60
24 24 24 24

14.4

25.7 25.2 24.8 24.4

0

10

20

30

40

50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2014 2015 2016 2017
排出量 最終処分量 再生利用率

(万トン) (％)

（年度）

 

907
894

884
872

859

958
947

939
925 920

800

820

840

860

880

900

920

940

960

980

2013 2014 2015 2016 2017

県平均 全国平均

(g/人・日)

0

（年度）  

1,819

1,935

1,794
1,744 1,837

142 110 105 113 74

44

36
39

36
39

0

10

20

30

40

50

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2013 2014 2015 2016 2017
排出量 最終処分量 再生利用率

(万トン) (％)

（年度）  



                                             

7 

３ 自然環境 
 
◆  地域制緑地の面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
◆  トラスト緑地▼の面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆  里地里山活動協定の認定面積 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

森林面積、農地面積の県土面積に占める割合  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

○森林面積は、林地等の開発によりゆるやかに

減少しています。 

○農地面積は、高度成長期などには急激に減少

しましたが、毎年 100ha程度の減少傾向が継

続しています。 

○森林・農地面積の県土面積に占める割合は、

2018（平成 30年）度は 47.1％となっていま

す。 

 

○里地里山活動協定の認定面積は、里地里山

保全等地域の選定及び新規の活動団体の認

定に伴って増加しており、2018（平成 30）

年度の面積は、466,354㎡となっています。 

 

 

 

○緑地の買入れや土地所有者との緑地保存

に関する契約締結、緑地保有者による自主

保全などにより緑地を保全しており、面積

はほぼ横ばいで推移しています。 

○2018（平成 30）年度の面積は 822.42ha で

す。 

 

 
※ 管理換え：以前は別の用途で使用していた県有地を、現在は

トラスト緑地として保全している緑地 

※ 市町村トラスト支援：市町村が行う保全に対し、県が財政支

援を行った緑地 

○地域制緑地※▼全体は、ほぼ横ばいで推移

していますが、要素別では、特別緑地保全

地区▼と保安林は年々増加し、生産緑地地

区は年々減少しています。 

○2018（平成 30）年度の面積は 141,093ha

です。 

 
※ 地域制緑地：法令や条例に基づき土地利用に制限をかける 

ことによって保全される緑地 
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◆  野生生物（ニホンジカ、ニホンザル、イノシシ）による農作物被害額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆  アライグマの捕獲効率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
◆  丹沢山地における林床植生の状況 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
４ 生活環境 
 

◆  二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境基準達成率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 複数の調査地点において、現況と５年前の植被率（植物で覆

われている地表の割合）を比較し、10％以上の増加が認められ

る調査地点数の割合を表したものです。 

※ 調査地点を５年間に分けてモニタリングしていることから、前年

度との比較ができないため、グラフとして表示していません。 

○ニホンジカ、ニホンザル、イノシシによる

農作物被害額は、明確な増減の傾向は見ら

れず、増減を繰り返しながら推移していま

す。 

○2018（平成 30）年度の農作物被害額は、ニ

ホンジカ：23,962千円、ニホンザル：10,289

千円、イノシシ：63,652千円となっていま

す。 

 

 

 
○生息密度の指標となる捕獲効率は、年によ

って増減があり一定の傾向は見られない

ため、アライグマの生息密度に大きな変化

は見られません。 

○丹沢山地における林床植生の状況につい

て、71地点の調査地を５年間（毎年 14～

15地点）かけて調査しています。 

〇2018（平成 30）年度は 14地点で調査し、

そのうち１地点（調査地点の７％）で５年

前と比較して植被率（植物で覆われている

地表の比率）が 10％以上増加しました。 

〇一方で、10％以上減少した地点が１地点あ

り、他の 13地点は、前回と変わりません

でした。 

※ 延べわな設置数（わな設置数×設置晩数）あたりの捕獲数 
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○大気の汚染状況を示す二酸化窒素▼の環

境基準達成率は、自動車交通対策等によ

り良好な状態で推移しています。 

○2018（平成 30）年度は、全局で二酸化窒

素の環境基準▼を達成しました。 

○2018（平成 30）年度は、全局で浮遊粒子

状物質▼の環境基準を達成しました。 

 

 

 

 調査年度 2015 2016 2017 2018 

調査地点数 11 12 14 14 

植被率が 10％以

上増加した地点 

地点数 6 4 2 1 

比率 55% 33% 14% 7% 
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九都県市*指定低公害車の保有台数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  光化学スモッグ注意報及びＰＭ2.5高濃度予報発令日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  公共用水域の類型指定水域▼における環境基準の達成率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○河川の水質の汚濁状況を示す生物化学的

酸素要求量（ＢＯＤ）▼は、2018（平成

30）年度は 36水域全てで環境基準を達成し

ました。 

○湖沼の水質の汚濁状況を示す化学的酸素

要求量（ＣＯＤ) ▼の環境基準達成率は、

２湖沼で達成せず 2018（平成 30）年度は

60％となっています。 

○海域の水質の汚濁状況を示すＣＯＤの環境

基準達成率は、2018（平成 30）年度は横ば

いで推移しており、13水域中８水域で達成

し 61.5％となりました。 

 

 

 

 

※ 九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、 

川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市 

 

○県内の車両保有台数に対する九都県市指

定低公害車▼の割合は、増加傾向で推移し

ており、2017（平成 29）年度は 68.9％と

なっています。 
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○光化学スモッグ▼注意報については、2018

（平成 30）年度の発令日数は８日で被害届

出者数は 13 人でした。微小粒子状物質(Ｐ

Ｍ2.5)▼高濃度予報は、2013（平成 25）年

３月から始めていますが、これまで注意喚

起する値に達したことはありません。 
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◆  相模湖・津久井湖におけるアオコの発生状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  東京湾における赤潮の発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  地下水定点調査における環境基準達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）に基づく化学物質排出量 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○東京湾における赤潮▼発生件数は、近年

は年間数件程度で、横ばい状態となって

います。 

○湖沼の富栄養化▼により発生するアオコ 

▼の数は、天候の影響を受けて変動しま

す。 

2018（平成 30）年度のアオコの発生数は、

津久井湖において、前年度より増加しま

した。（ピーク 1985（昭和 60）年：2,500,000

細胞数/ml） 

0% 

※ 2010（平成 22）年度より化管法施行令の改正を反映した集

計結果となり、対象物質が 354 物質から 462 物質に増え、医

療業が対象業種に追加されています。 

 

○2017（平成 29）年度の本県の全排出量は

14,931 トンであり、化管法に基づく届出

制度が始まった 2001（平成 13）年度の全

排出量(38,768 トン)と比較すると 2017

（平成 29）年度は 61.5％減少しています。 

 

○全排出量の排出割合は、工業や農業などの

産業活動から 71％、自動車などの移動体

からが 21％、家庭からが８％でした。 

 

○地下水定点調査では、県内の 97地点で調

査を行った結果、96 地点で環境基準を達

成しました。 

 

※ アオコの最大発生数です。 

※ 件数は神奈川県域における調査船による監視及び通報に

基づくものであり、発生した全ての赤潮を把握したものではあ

りません。 
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◆  騒音・振動・悪臭に関する苦情件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  道路交通騒音に関する環境基準達成状況 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

◆  都市公園の箇所数と総面積  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
◆  漁業協同組合が作成する資源管理計画数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○漁業協同組合が作成する資源管理計画数

は、2014（平成 26）年度からほぼ横ばいで

推移し、2018（平成 30）年度末で 30計画と

なっています。 

○箇所数と総面積は年々増加しており、2017

（平成 29）年度末で 7,565 箇所、5,012ha

となっています。 

 

 

 

 

 

 

○騒音・振動・悪臭のいずれの苦情件数も、

ほぼ横ばいとなっており、2017（平成 29）

年度の苦情件数は、騒音 1,198件、振動 275

件、悪臭 1,271件となっています。 

 

 

〇2017（平成 29）年度の道路交通騒音の環境

基準達成状況は 89.4％となっています。近

年は９割程度で推移しています。 
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５ 人材・技術 
 
◆  ISO14001及びエコアクション 21などの環境マネジメントシステム※認証取得事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※  環境マネジメントシステムには、様々なものがあるが、環境省が策定した「エコアクション21」、国際規格の「ISO14001」及び環境省が全

国規模のものとして紹介している「エコステージ」、「KES・環境マネジメントシステム・スタンダード」の４つの環境マネジメントシステムの認

証を取得している事業者を対象とします。 

 
 
◆  「環境基本計画」、「地球温暖化対策地方公共団体実行計画」の策定市町村数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  地球温暖化防止活動推進員▼が実施する環境学習や市町村を通じて把握できる、こどもエコクラブ等

の環境学習への参加者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ こどもエコクラブ：子どもたちが地域で自主的に環境活動・ 

学習を行うクラブで、地域の仲間、家族、子ども会、学校の 

クラスやクラブ活動といった様々な単位で行われます。 

○県が実施する、環境・エネルギー学校派遣

事業の他、市町村を通じて把握できる環境

学習への参加者数では、2018（平成 30）年

度は 145,906人と増加しています。 

○エコアクション 21▼をはじめ、中小事業

者向けの環境マネジメントシステム

（EMS）▼の認証、登録事業所数は近年減

少しており、2018（平成 30）年度末の EMS

認証取得事業所は 1,550 事業所となって

います。 

 

○「環境基本計画」を策定している市町村は、

2018（平成 30）年度末で 28市町です。 

○地球温暖化対策推進法に基づき、自治体の

事業に係る温室効果ガスの排出量削減目標

等を定める「地方公共団体実行計画（事務

事業編）」を策定している市町村は 2018（平

成 30）年度末で 32 市町であり、また、地

域の温室効果ガス排出削減目標等を定める

「地方公共団体実行計画（区域施策編）」を

策定している市町村は、2018（平成 30）年

度末で 18市町です。 
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◆  家庭のエネルギー消費量、水道水使用量 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

◆ 産学公技術連携データベースにおける環境関連技術で連携可能とした企業の登録件数 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆  スギ・ヒノキ花粉の飛散量（１時間値の月間平均濃度） 

 

○スギ・ヒノキ花粉の飛散量は、前年より

増加し 62.2個/㎥となっています。 

○(独法)神奈川県立産業技術総合研究所

が、産学公の技術連携を進める際の、

技術情報の収集、連携パートナー探し

が簡便にできるようにすることを目的

として管理しているデータベースのキ

ーワードに「環境」と入力した際の該当

件数で、2018（平成 30）年度は 116件と

なっています。 

○１世帯当たりの家庭におけるエネルギ

ー消費量は前年度から微減しており、

2016（平成 28）年度は 30.6 GJ/世帯と

なっています。 

○１世帯当たりの家庭における水道水使

用量は前年度から微減しており、平成

2017（平成 29）年度は 190㎥/世帯と

なっています。 

 

 

※ 1 時間値の月間平均濃度です。 

※ グラフは２月～５月の期間における平均のデータで作

成しています。  

※ 環境省公表資料より 
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※ＧＪ ギガジュール 熱量の単位 


